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と
し

明
治
初
期
に
「
女
弁
士
」
で
名
高
い
岸
田
俊
（
俊
子
。
湘
煙
。
一
八
六
一
’
一
九
○
一
）
は
、
演
説
「
函
入
娘
」
が
、
集
会
条
例
達

か
ど

反
・
官
吏
侮
辱
の
廉
に
問
わ
れ
、
拘
引
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
警
察
署
か
ら
未
決
監
へ
送
ら
れ
た
。
一
八
八
一
二
年
一
○
月

一
二
日
、
滋
賀
県
大
津
で
の
こ
と
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
そ
の
「
函
入
娘
」
と
は
ど
れ
ほ
ど
激
し
い
演
説
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
岸
田
俊
著
」
と
銘
打
た
れ
た
「
函
入
娘
・
婚

姻
之
不
完
全
」
（
騒
々
堂
本
店
）
が
一
○
月
一
八
曰
付
で
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
を
読
め
ば
わ
か
る
、
と
当
時
の
人
々
は
飛
び
つ
い
た
こ
と

じ
っ
は
、
俊
の
演
説
は
、
裁
判
で
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
、
臨
監
警
官
（
大
津
警
察
署
巡
査
）
に
よ
る
「
傍
聴
筆
記
」
と
し
て
残
っ

て
い
る
。
俊
は
裁
判
で
、
大
意
と
し
て
は
認
め
つ
つ
細
部
を
争
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
点
ま
で
考
慮
す
れ
ば
そ
の
限
り
で
確
か
な
も
の
だ

と
言
え
る
。
な
お
、
こ
れ
が
、
俊
の
「
女
演
説
」
の
中
で
、
か
ら
く
も
内
容
が
残
っ
て
い
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。

で
あ
ろ
う
。

俊
の
演
説
と
い
う
と
、
『
函
入
娘
・
婚
姻
之
不
完
全
』
の
『
函
入
娘
』
か
ら
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

岸
田
俊
「
函
入
娘
」
考
（
関
口
）

岸
田
俊
「
函
入
娘
」
考

関
口
す
み
子
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（
１
）
 

ま
ず
、
「
傍
聴
筆
記
」
（
「
公
判
傍
聴
筆
記
」
『
曰
本
立
憲
政
党
新
聞
」
一
八
八
一
一
一
年
一
一
月
一
五
曰
～
一
一
二
曰
よ
り
）
か
ら
、
部
分
的
に

要
約
す
る
。
演
説
は
「
皆
サ
ン
私
シ
ハ
岸
田
俊
テ
コ
サ
リ
マ
ス
」
と
始
ま
る
。

私
は
国
家
の
為
め
に
こ
の
興
行
を
な
す
者
で
あ
る
。

函
入
娘
と
は
、
京
阪
間
で
使
わ
れ
る
俗
語
で
あ
り
、
中
等
以
上
の
人
の
娘
の
こ
と
を
言
う
。
あ
た
か
も
函
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
者
の

よ
う
に
、
手
足
を
動
か
せ
ず
、
口
も
き
け
ず
、
自
由
を
妨
げ
る
の
で
こ
の
言
葉
が
あ
る
。

私
は
、
真
正
の
函
入
娘
を
造
ろ
う
と
思
う
。
私
の
造
ろ
う
と
す
る
函
は
、
形
あ
る
函
で
は
な
く
て
形
な
き
函
だ
（
「
私
ノ
造
ラ
ン
ト

欲
ス
ル
函
ハ
形
チ
ア
ル
函
一
一
非
ス
シ
テ
形
チ
ナ
キ
ノ
函
テ
御
座
リ
マ
ス
」
）
。
形
あ
る
函
は
窮
屈
だ
が
、
形
な
き
函
は
、
不
自
由
で
な

法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
二
号

一一

だ
が
、
こ
の
本
は
奥
付
か
ら
す
る
と
俊
の
拘
留
中
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
そ
の
真
偽
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

従
来
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
傍
聴
筆
記
」
と
『
函
入
娘
』
で
は
、
言
葉
遣
い
は
も
ち
ろ
ん
、
内
容
が
相
当
異
な
る
。
両
者
を
比
較

し
て
み
よ
う
。

執ル可キ高尚ナル函」だが、「其外ニッノ函ハ不完全ナル函ナレハ私ノ執ラサル函ナリ」。やや
家
に
よ
っ
て
函
の
造
り
方
に
一
一
一
種
類
あ
る
。
女
大
学
や
女
小
学
な
ど
の
書
物
で
学
ば
せ
る
や
り
方
は
、
「
他
ノ
｜
｜
ツ
ー
比
ス
レ
ハ
梢

学
文
は
嫁
入
り
の
妨
げ
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
第
一
の
嫁
入
り
道
具
だ
。
学
文
と
は
、
経
済
学
と
修
身
学
で
あ
る
。

子
供
に
は
道
徳
を
も
っ
て
教
え
る
べ
き
で
、
踊
り
や
三
味
線
な
ど
の
芸
を
し
こ
む
の
で
は
い
け
な
い
。

「
世
界
ノ
如
キ
大
且
シ
自
由
ナ
ル
函
」
を
造
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
時
は
、
真
の
函
入
娘
と
な
る
。

「
窮
屈
不
自
由
ナ
ル
函
」
に
入
れ
て
は
、
娘
を
だ
め
に
し
て
し
ま
う
。

い
○ 
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次
に
、
驍
々
堂
本
か
ら
、
部
分
的
に
要
約
す
る
。

智
が
得
を
す
る
世
に
な
り
女
子
も
こ
れ
ま
で
の
女
子
で
は
い
ら
れ
な
い
。
教
育
も
改
良
す
る
必
要
が
あ
る
（
「
智
得
愚
失
の
世
に
至

れ
は
女
子
亦
何
ぞ
従
前
の
女
子
た
る
を
得
ん
や
教
育
も
亦
随
て
之
が
改
良
を
な
さ
目
る
べ
け
ん
や
」
）
。

そ
も
そ
も
「
函
」
と
は
、
女
を
正
良
に
す
る
た
め
に
作
る
器
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
「
夫
れ
其
函
な
る
者
は
元
其
女
を

ま

し
て
正
良
な
ら
し
む
る
た
め
作
る
の
器
た
る
は
一
一
一
口
を
挨
た
さ
る
な
り
」
）
。

函
の
作
り
方
に
一
一
一
種
類
あ
る
。
女
大
学
女
小
学
等
の
遺
訓
に
よ
る
の
は
比
較
的
高
尚
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
（
「
比
し

い
ふ

て
高
尚
の
函
と
云
も
可
な
る
者
の
如
し
）
が
、
こ
の
一
二
つ
は
す
べ
て
、
害
が
少
な
か
ら
ず
、
益
が
多
か
ら
ず
で
あ
る
。
こ
の
害
を
除

却
し
な
け
れ
ば
、
「
婦
徳
を
修
め
女
道
を
行
ひ
社
会
有
益
完
全
の
婦
女
子
」
は
千
年
た
っ
て
も
得
ら
れ
な
い
。

「
今
其
自
由
の
行
ひ
あ
り
て
而
他
人
の
自
由
を
害
け
ざ
る
者
は
即
智
識
の
進
歩
に
由
る
者
な
り
」
。
そ
の
智
識
の
進
歩
に
は
教
育
が
必

要
で
あ
り
、
教
育
を
改
良
す
る
に
は
、
母
と
い
う
職
分
を
尽
く
す
に
足
る
婦
女
子
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
「
其
母
職
を
尽

す
に
足
る
の
婦
女
子
を
養
成
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
）
。

女
子
へ
の
遺
訓
は
弊
害
が
あ
る
。
そ
の
中
心
で
あ
る
「
女
子
三
従
の
道
」
は
著
し
い
束
縛
で
あ
る
。
父
母
・
夫
・
子
に
従
う
の
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
、
子
の
道
・
妻
の
道
・
親
の
道
に
従
う
と
改
良
す
べ
き
で
あ
る
。

「
元
来
子
は
母
の
胎
中
に
あ
り
て
既
已
に
之
か
函
を
受
る
者
．
…
：
内
教
を
得
る
も
の
」
で
あ
り
、
母
こ
そ
、
そ
の
函
で
あ
る
。

娘
に
、
三
味
線
や
歌
な
ど
の
芸
を
し
こ
む
の
で
は
い
け
な
い
。
「
絃
歌
」
は
「
淫
声
」
「
猩
体
」
に
他
な
ら
ず
、
「
世
に
唱
ふ
所
の
函

入
娘
」
は
「
虫
入
娘
」
と
言
わ
ざ
る
を
い
な
い
。

岸
田
俊
「
函
入
娘
」
考
（
関
口
）

一一一
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第
一
に
、
演
聿

堂
本
に
は
な
い
。

ま
た
、
演
説
で
の
「
自
一

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「

い
方
で
あ
る
。
他
方
、
霞
・

害
げ
ず
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

や
や

第
一
一
に
、
女
大
学
や
女
小
学
等
は
、
演
説
で
は
、
他
の
一
一
つ
の
函
と
分
け
て
「
梢
執
ル
可
キ
高
尚
ナ
ル
函
」
と
さ
れ
て
い
る
。
騒
々
堂

本
で
は
、
比
較
的
高
尚
と
し
つ
つ
も
、
他
の
二
つ
の
函
と
同
様
に
害
の
う
ち
に
入
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
一
一
一
に
、
霊
々
堂
本
は
「
’
一
一
従
の
道
」
を
長
文
で
批
判
し
、
そ
の
改
良
策
を
出
し
て
い
る
。
演
説
で
は
「
一
一
一
従
の
道
」
に
つ
い
て
言
及

が
な
い
。

法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
二
号

両
者
は
重
要
な
点
で
異
な
る
。

第
一
点
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

演
説
（
「
傍
聴
筆
記
」
）
で
は
、
「
自
由
」
（
及
び
「
不
自
由
」
）
は
以
下
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
（
句
読
点
引
用
者
）
。

今
タ
ノ
雨
往
来
ノ
不
便
利
ナ
ル
モ
、
反
リ
テ
弁
利
ト
ナ
ル
ノ
媒
介
ト
ナ
ル
ャ
図
リ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
亦
今
曰
ノ
不
自
由
モ
、
明
曰
ノ

自
由
ト
ナ
ル
ノ
媒
介
ト
ナ
ル
ナ
カ
ラ
ン
力
。
／
手
足
働
カ
シ
メ
ス
口
云
ハ
シ
メ
ス
シ
テ
自
由
ヲ
妨
ケ
ル
モ
／
此
函
ヲ
造
ル
父
母
ハ
、

娘
ヲ
不
自
由
一
一
セ
シ
ム
ル
為
メ
ニ
ァ
ラ
ス
シ
テ
／
其
形
チ
ナ
キ
函
卜
云
フ
ハ
、
何
所
二
足
ヲ
路
ミ
手
ヲ
出
ス
モ
不
自
由
ナ
キ
ノ
函
ナ

リ
。
／
其
花
ャ
他
ノ
花
ヲ
羨
ヤ
ン
テ
云
ハ
ン
、
吾
ャ
今
日
函
中
ニ
テ
ァ
ル
モ
、
今
日
原
野
ニ
ァ
ル
花
ハ
、
自
由
一
一
開
キ
自
由
二
笑
上

演
説
（
「
傍
聴
筆
記
」
）
で
は
、
形
あ
る
窮
屈
な
函
、
形
な
き
自
由
な
函
と
い
う
概
念
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
騒
々

「
自
由
」
と
い
う
言
葉
は
、
主
に
心
の
ま
ま
・
意
の
ま
ま
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
窮
屈
」
「
不
自
由
」
と
対
で
使
わ

便
「
世
界
ノ
如
キ
大
且
シ
自
由
ナ
ル
函
」
、
「
窮
屈
不
自
由
ナ
ル
函
」
で
あ
る
。
従
来
の
、
か
つ
、
仏
教
語
系
の
使

お
ら
ん

騒
々
堂
本
の
「
自
由
」
は
、
主
に
｝
］
ず
の
局
弓
や
可
の
①
□
・
臼
の
訳
語
で
あ
る
。
「
自
己
の
自
由
を
重
じ
人
の
自
由
を

四
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「
公
判
傍
聴
筆
記
」
に
よ
れ
ば
、
裁
判
冒
頭
、
「
傍
聴
筆
記
」
朗
読
の
後
、
今
朗
読
し
た
と
お
り
の
演
説
を
し
た
に
相
違
な
い
か
と
裁
判

（
２
）
 

官
か
ら
問
わ
れ
て
、
被
告
人
岸
田
俊
は
、
「
大
一
息
は
左
様
な
る
も
」
と
し
つ
つ
、
数
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
（
句
読

点
引
用
者
）
。

芳
ハ
シ
キ
香
ヲ
自
由
二
放
ツ
モ
、
吾
ヲ
無
惨
ャ
惨
酷
ャ
今
日
マ
テ
函
ヲ
作
ラ
ス
／
私
ノ
恩
フ
ー
ー
ハ
、
斯
ノ
如
キ
不
自
由
ナ
ル
ハ
函
早

ク
破
リ
テ
シ
マ
ハ
ネ
ハ
ナ
リ
マ
セ
ン
。
／
仮
令
往
昔
ハ
之
ヲ
以
テ
真
ノ
函
入
娘
ト
ナ
ス
モ
、
今
曰
ハ
天
帝
娘
一
一
自
由
ヲ
与
へ
ラ
レ
タ

ル
コ
ト
ハ
娘
モ
皆
熟
知
シ
タ
ル
ノ
時
ナ
レ
ハ
、
自
由
ナ
ル
ヘ
キ
函
ヲ
造
ラ
ネ
ハ
ナ
リ
マ
ス
マ
イ
。
／
今
曰
ノ
如
キ
智
識
開
達
ノ
時
ニ

ァ
リ
テ
ハ
、
宜
シ
ク
学
ハ
シ
メ
自
由
ヲ
得
セ
シ
ム
ヘ
キ
ー
ー
、
之
レ
ヲ
為
サ
ス
シ
テ
／
之
レ
カ
タ
メ
花
ハ
不
自
由
ヲ
極
ム
ル
而
已
力
、

雛
ノ
法
律
ノ
為
メ
ニ
捕
縛
セ
ラ
ル
、
ヲ
以
テ
、
僅
カ
ニ
花
色
ア
ル
モ
充
分
香
ヲ
放
チ
自
由
二
咲
ク
能
ハ
サ
レ
ハ
、
之
ヲ
人
ノ
精
神
一
一

及
ホ
ン
考
フ
ル
モ
不
自
由
ナ
ル
モ
ノ
テ
ァ
リ
マ
シ
ョ
ウ
。
／
自
由
一
一
開
カ
ン
ト
ス
ル
花
モ
、
自
由
ニ
開
ク
コ
ト
ヲ
得
ス
。
自
由
二
発

生
セ
ン
ト
ス
ル
枝
モ
、
其
発
生
ヲ
妨
ケ
ラ
レ
／
此
花
ノ
如
キ
不
自
由
究
屈
ア
リ
テ
ハ
、
到
底
立
派
ナ
精
神
ヲ
養
フ
コ
ト
ハ
ナ
リ
マ
セ

ン
。
／
先
シ
函
ノ
内
二
入
レ
ラ
ル
、
娘
ノ
心
ヲ
察
シ
、
世
界
ノ
如
キ
大
且
シ
自
由
ナ
ル
函
ヲ
造
ル
ヘ
シ
。
／
若
シ
之
レ
ニ
反
シ
テ
窮

屈
不
自
由
ナ
ル
函
二
人
ル
、
ト
キ
ハ
、
必
ラ
ス
娘
ハ
遁
亡
シ
則
チ
駆
ヶ
落
チ
ス
ル
コ
ト
疑
上
ナ
シ
。
／
今
曰
迄
函
ノ
内
二
居
ル
人
モ
、

函
ノ
外
二
居
ル
人
卜
同
様
、
之
レ
ヲ
自
由
ニ
ナ
サ
シ
メ
ハ
、
窮
屈
ナ
ル
函
ノ
内
一
一
這
入
ル
コ
ト
モ
イ
ラ
ス
。
然
ル
ト
キ
ハ
此
函
ヲ
造

ル
コ
ト
モ
イ
ラ
サ
レ
ハ
、
自
然
卜
遁
亡
ス
ル
娘
モ
ナ
ク
、
従
テ
之
レ
ヲ
捕
縛
セ
シ
ム
ル
此
様
ナ
不
用
ノ
下
女
下
男
ヲ
雇
フ
ー
ー
モ
及
ハ

ス
。

其
初
項
に
「
今
夕
の
雨
往
来
の
不
便
利
」
云
々
「
今
日
の
不
自
由
も
明
日
の
自
由
と
な
る
」
云
々
は
、
「
今
夕
の
雨
の
不
自
由
」
も

「
明
曰
は
晴
の
自
由
と
な
る
」
云
々
の
相
違
。
又
中
程
に
捕
縛
云
々
の
こ
と
数
多
あ
る
も
右
は
嘗
て
言
ひ
し
に
非
ら
ず
。
末
項
に
至

岸
田
俊
「
函
入
娘
」
考
（
関
口
）

五
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つ
ま
り
、
大
意
と
し
て
は
認
め
つ
つ
、
お
そ
ら
く
は
削
除
・
挿
入
・
改
鼠
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
点
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

わ
た

さ
て
、
集
会
条
例
違
反
は
、
学
術
演
説
会
の
届
出
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
談
に
渉
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
弁
護
人
の
反
論

に
対
し
て
、
検
察
官
は
、
大
津
警
察
署
警
部
に
よ
る
「
集
会
条
例
違
犯
及
官
吏
侮
辱
現
行
犯
事
件
届
書
」
を
読
み
上
げ
さ
せ
た
。
俊
の
演

説
は
「
暗
一
一
、
現
政
府
ノ
集
会
条
例
新
聞
条
例
出
版
条
例
等
ヲ
以
テ
函
二
比
噛
シ
、
父
母
ヲ
政
府
二
、
人
民
ヲ
娘
二
嗽
へ
、
徹
頭
徹
尾
治

者
被
治
者
ノ
関
係
ヲ
論
シ
タ
リ
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
演
説
に
あ
る
、
父
母
が
用
意
し
た
不
自
由
・
窮
屈
な
函
か
ら
駆
け
落
ち
し
て
逃
げ
出
す
娘
を
、
政
府
が
用
意
し
た
集
会
条

例
・
新
聞
条
例
・
出
版
条
例
等
と
い
う
不
自
由
・
窮
屈
な
函
か
ら
逃
げ
出
し
て
、
「
捕
縛
」
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
人
民
の
暗
噛
だ
と
こ
じ

つ
け
て
、
政
談
に
渉
っ
た
と
み
な
し
、
集
会
条
例
違
反
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
父
母
が
一
雇
う
「
下
男
下
女
」
と
は
、
逮
捕
す
る
担

当
官
吏
、
す
な
わ
ち
臨
監
警
官
を
嚥
え
た
も
の
だ
と
し
て
、
官
吏
侮
辱
の
廉
と
し
た
。

演
説
で
は
、
「
自
由
」
は
、
主
に
「
不
自
由
」
「
窮
屈
」
と
対
で
使
わ
れ
て
い
る
。

や
や
文
明
開
化
の
新
思
想
風
な
の
は
、
「
今
曰
」
に
関
す
る
一
一
箇
所
に
す
ぎ
な
い
。
（
「
今
曰
ハ
天
一
節
娘
一
一
自
由
ヲ
与
へ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト

ハ
娘
モ
皆
熟
知
シ
タ
ル
ノ
時
ナ
レ
ハ
、
自
由
ナ
ル
ヘ
キ
函
ヲ
造
ラ
ネ
ハ
ナ
リ
マ
ス
マ
イ
。
」
「
今
日
ノ
如
キ
智
識
開
達
ノ
時
ニ
ァ
リ
テ
ハ
、

宜
シ
ク
学
ハ
シ
メ
自
由
ヲ
得
セ
シ
ム
ヘ
キ
ニ
」
。
）

俊
が
反
論
し
た
よ
う
に
、
「
今
夕
の
雨
の
不
自
由
」
も
「
明
曰
は
晴
の
自
由
と
な
る
」
が
、
「
今
曰
の
不
自
由
も
明
日
の
自
由
と
な
る
」

に
変
え
ら
れ
て
い
た
と
な
る
と
、
官
吏
の
側
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
こ
の
二
つ
の
「
自
由
」
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
だ
。

も
言
ひ
し
に
は
非
ら
ず
。

法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
二
号

一ハ

ま
が
き

て
「
娘
の
駆
け
落
ち
し
た
る
と
き
下
男
下
女
を
し
て
捕
へ
し
む
る
」
云
々
と
一
一
一
一
口
ひ
た
る
の
み
。
又
「
雛
の
法
律
の
為
め
に
」
云
々
と
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以
上
の
よ
う
に
、
演
説
（
「
傍
聴
筆
記
」
）
と
騒
々
堂
本
で
は
、
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
・
使
い
方
が
異
な
る
。
ま
た
、
女
大
学

や
女
小
学
等
の
従
来
の
女
訓
に
対
す
る
考
え
方
も
異
な
る
。
何
よ
り
も
論
旨
が
異
な
る
。

こ
こ
か
ら
、
「
傍
聴
筆
記
」
と
騒
々
堂
本
で
は
、
異
な
る
主
体
が
想
定
さ
れ
る
。
「
傍
聴
筆
記
」
に
は
俊
に
よ
る
同
意
（
「
大
意
」
）
と
異

議
申
し
立
て
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
騒
々
堂
本
は
俊
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

岸
田
俊
「
函
入
娘
」
考
（
関
口
）

七

因
て
今
其
自
由
の
行
ひ
あ
り
て
而
他
人
の
自
由
を
害
け
ざ
る
者
は
即
智
識
の
進
歩
に
由
る
者
な
り
。

お
も
ん

己
れ
の
本
分
を
尽
し
自
己
の
自
由
を
重
じ
人
の
自
由
を
害
げ
ず
、

ま
な
び
つ
と

夫
一
家
の
不
自
由
を
来
た
さ
る
如
き
機
杼
縫
繍
は
、
半
年
之
を
学
ひ
或
は
一
年
之
を
学
勉
む
れ
ば
足
れ
り
と
な
す
べ
し
。

さ
ま
た

こ
こ
で
は
、
「
自
由
」
と
は
、
ま
ず
、
「
自
己
の
自
由
」
の
確
立
と
し
て
（
「
各
其
己
れ
の
維
得
す
べ
き
の
自
由
は
人
の
之
を
害
く
を
許

さ
ず
。
」
）
、
つ
い
で
、
そ
れ
を
い
か
に
し
て
「
人
の
自
由
」
と
両
立
さ
せ
る
の
か
（
「
自
由
の
行
ひ
あ
り
て
而
他
人
の
自
由
を
害
け
ざ
る
」
）

と
い
う
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
従
来
の
意
味
で
も
使
わ
れ
て
い
る
（
「
謂
ゅ
る
自
由
自

在
」
）
が
、
演
説
に
あ
る
よ
う
な
、
「
自
由
」
を
駆
使
し
た
様
々
な
表
現
は
な
い
。

他
方
、
騒
々
堂
本
で
は
、
「
自
由
」
（
及
び
「
不
自
由
」
）
は
以
下
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

さ
ま
た

ま

各
其
己
れ
の
維
得
す
べ
き
の
自
由
は
人
の
之
を
害
く
を
許
さ
ず
。
各
其
持
有
す
べ
き
の
権
利
は
人
の
柾
ぐ
所
と
な
る
を
許
さ
ず
。

あ
げ

女
小
学
女
大
学
其
他
千
種
の
遺
訓
を
挙
て
以
て
囲
範
と
な
し
、
一
身
総
て
其
自
由
を
得
さ
ら
し
む
る
を
以
て
其
函
と
な
す
は
、
比
し

い
ふ

て
高
尚
の
函
と
云
も
可
な
る
者
の
如
し
。

も
し

し
た
が
ふ

然
り
而
若
唯
其
便
利
に
の
み
是
れ
従
と
云
は
冨
謂
ゆ
ろ
自
由
自
在
其
正
邪
を
弁
ぜ
ず
偏
に
其
窓
欲
を
暹
し
く
す
る
の
疑
ひ
な
き
能
は

ざ
る
な
り
。
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学
志
林
第
一
○
九
巻
第
二
号

八

以
上
の
よ
う
に
、
「
岸
田
俊
著
」
の
騒
々
堂
本
は
、
岸
田
俊
の
著
作
と
は
一
一
一
一
□
え
な
い
。
お
そ
ら
く
、
俊
の
演
説
（
一
○
月
二
日
京
都
四

（
３
）
 

条
、
一
○
［
月
一
一
一
曰
大
津
）
を
も
と
に
、
別
人
、
す
な
わ
ち
、
西
洋
か
ら
の
新
思
想
に
多
少
と
も
な
じ
ん
で
い
る
人
間
が
書
い
た
も
の
と

（
４
）
 

考
一
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
従
来
、
俊
の
演
説
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
『
函
入
娘
・
婚
姻
之
不
完
全
』
の
『
函
入
娘
』
か
ら
引
用
さ
れ
て
き
た
。
「
傍

聴
筆
記
」
が
演
説
内
容
に
近
い
と
し
て
も
、
騒
々
堂
本
の
刊
行
の
曰
付
は
俊
の
拘
留
中
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
『
函
入
娘
」
か
ら

引
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
あ
の
演
説
を
本
に
し
た
の
だ
（
１
１
俊
本
人
が
、
な
い
し
は
仲
間

が
）
と
い
う
思
い
込
み
、
あ
る
い
は
ま
た
、
俊
の
演
説
は
こ
う
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
思
い
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
相
馬
黒
光
（
一
九
四
○
）
は
、
「
こ
れ
は
あ
の
大
津
で
問
題
を
起
こ
し
た
演
説
『
函
入
娘
』
の
内
容
を
小
冊
子
に
し
た
も

の
で
」
と
、
演
説
を
本
に
し
た
と
し
て
い
る
。

（
５
）
 

そ
し
て
、
「
尤
も
大
津
に
於
け
る
演
説
は
こ
の
内
容
か
ら
脱
線
し
て
政
談
に
わ
た
り
、
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
」
と
付
け
加
一
え
て
い
る
。

『
函
入
娘
』
の
方
が
俊
の
演
説
だ
と
な
る
と
、
こ
れ
で
「
政
談
に
わ
た
り
」
と
い
う
の
は
お
よ
そ
説
得
力
が
な
い
。
『
函
入
娘
』
に
は
、

「
政
談
に
わ
た
り
」
得
る
要
素
が
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
な
ぜ
こ
の
内
容
で
集
会
条
例
違
反
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

当
然
生
じ
る
疑
問
を
封
じ
る
た
め
に
、
な
ん
ら
か
の
形
で
「
政
談
に
わ
た
っ
た
」
か
ら
集
会
条
例
違
反
に
問
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
推

測
で
補
う
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
相
馬
に
は
、
「
問
題
を
起
こ
し
た
」
「
脱
線
」
と
い
う
非
難
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
賞
賛
か

同
時
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
俊
へ
の
介
入
が
尋
常
で
な
い
こ
と
（
演
説
中
「
中
止
・
解
散
」
命
令
を
出
す
の
で
は
な
く
、
何
事
も
な

く
終
わ
っ
て
散
会
後
、
拘
引
し
、
警
察
署
か
ら
未
決
監
へ
護
送
し
た
点
。
演
説
を
、
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
臨
監
警
官
に
よ
る
「
傍

ら
で
も
同
様
で
あ
る
。
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聴
筆
記
」
に
基
づ
い
て
別
の
内
容
の
暗
噛
だ
と
み
な
し
て
集
会
条
例
違
反
・
官
吏
侮
辱
罪
と
し
た
点
。
）
、
そ
れ
に
対
し
て
、
出
獄
後
療
養

中
の
俊
が
、
演
説
内
容
に
関
し
て
裁
判
で
争
っ
た
と
い
う
、
現
実
の
争
点
が
見
え
に
く
く
な
る
。
俊
自
身
が
、
「
獄
ノ
奇
談
」
で
、
「
同
署

（
６
）
 

ノ
拘
留
所
」
で
は
な
く
「
監
獄
署
」
へ
護
送
さ
れ
た
等
を
書
き
残
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
演
説
内
容
を
『
函
入
娘
』
と
み
な
す
こ

と
に
よ
り
、
「
獄
ノ
奇
談
」
の
具
体
的
な
記
述
を
活
か
す
文
脈
が
あ
ら
わ
れ
て
こ
ず
、
事
実
関
係
が
あ
い
ま
い
に
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
た
と
え
賞
賛
か
ら
で
あ
ろ
う
と
も
、
「
政
談
に
わ
た
っ
た
」
か
ら
集
会
条
例
違
反
に
問
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
憶
測

に
よ
り
、
暗
噛
で
政
談
を
し
た
と
み
な
し
て
集
会
条
例
違
反
に
す
る
と
い
う
尋
常
で
な
い
介
入
に
対
し
て
、
俊
が
、
自
分
は
女
子
教
育
に

関
す
る
学
術
演
説
を
し
た
ま
で
で
あ
り
、
政
談
演
説
な
ど
し
て
い
な
い
と
争
っ
た
と
い
う
（
あ
る
意
味
で
単
純
な
）
文
脈
が
受
け
入
れ
に

教
育
の
重
要
性
を
訴
え
、
そ
（

き
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

じ
っ
は
、
こ
こ
で
俊
の
姿
勢
を
と
ら
え
き
れ
な
い
こ
と
が
、
，
そ
の
後
〃
の
俊
を
、
「
転
向
」
「
転
落
」
「
転
回
」
と
み
な
す
布
石
と
な
る
。

岸
田
俊
は
、
女
子
教
育
を
訴
え
る
演
説
を
し
て
、
暗
噛
で
政
談
を
し
た
と
い
う
理
由
で
集
会
条
例
違
反
と
さ
れ
、
未
決
監
へ
送
ら
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
獄
ノ
奇
談
」
を
書
き
残
し
、
裁
判
で
政
談
な
ど
し
て
い
な
い
と
争
っ
た
．
ｌ
こ
こ
に
私
は
、
曰
本
に
お
け
る
近
代

の
到
来
（
警
察
・
裁
判
・
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
装
置
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
人
々
の
動
き
）
と
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
塙
矢
と
呼
ん
で
も
差
し
支

え
な
い
岸
田
俊
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。

演
説
（
「
傍
聴
筆
記
」
）
で
は
、
「
不
自
由
」
「
窮
屈
」
で
は
立
派
な
精
神
を
養
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
自
由
に
の
び
の
び
と
さ
せ
る
こ
と

こ
そ
精
神
を
養
う
道
だ
と
訴
え
て
い
る
。
心
身
の
自
由
を
つ
ち
か
う
教
育
に
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
俊
は
、
女
子
の

教
育
の
重
要
性
を
訴
え
、
そ
の
内
容
を
、
窮
屈
な
函
に
入
れ
て
型
に
は
め
る
の
で
は
な
く
、
自
由
で
の
び
の
び
と
し
た
も
の
に
変
え
る
べ

く
く
な
る
の
で
あ
る
。

演
説
を
本
に
し
た
の
だ
と
い
う
想
定
は
今
日
も
続
い
て
お
り
、
大
木
基
子
（
一
一
○
○
三
）
も
、
傍
聴
筆
記
「
函
入
娘
」
に
つ
い
て
触
れ

岸
田
俊
「
函
入
娘
」
考
（
関
口
）

九

Hosei University Repository



法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
二
号

一
○

（
７
）
 

た
上
で
、
俊
が
、
演
説
を
も
と
に
本
を
出
版
し
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
絲
屋
寿
雄
二
九
七
五
）
は
、
俊
の
演
説
と
し
て
「
傍
聴
筆
記
」
を
採
用
し
て
い
る
希
有
な
例
で
あ
る
が
、
そ
の
意
訳
に
、

騒
々
堂
本
か
ら
一
部
を
混
入
さ
せ
て
い
る
（
本
稿
の
、
，
こ
の
三
つ
は
す
べ
て
、
害
が
少
な
か
ら
ず
、
益
が
多
か
ら
ず
で
あ
る
。
こ
の
害

を
除
却
し
な
け
れ
ば
、
「
婦
徳
を
修
め
女
道
を
行
ひ
社
会
有
益
完
全
の
婦
女
子
」
は
千
年
た
っ
て
も
得
ら
れ
な
い
〃
に
あ
た
る
部
分
）
。
そ

（
８
）
 

の
結
果
、
演
説
（
「
傍
聴
筆
記
」
）
で
は
女
訓
を
批
判
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
批
判
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
函
入
娘
』
（
騒
々
堂
本
）
が
俊
の
演
説
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
「
函
入
娘
』
か
ら
俊
の
演
説
が
つ
く
ら
れ
る
。
「
函
入

娘
・
婚
姻
之
不
完
全
』
Ⅱ
「
岸
田
俊
」
と
い
う
固
定
観
念
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
の
で
あ
る
。

『
函
入
娘
』
を
俊
に
よ
る
も
の
と
信
じ
、
そ
こ
か
ら
「
岸
田
俊
」
を
描
い
た
人
々
の
思
い
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
歴
史
研
究

の
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
し
て
問
題
が
あ
り
、
ま
た
、
『
函
入
娘
』
Ⅱ
「
岸
田
俊
」
と
い
う
思
い
込
み
が
、
現
実
の
岸
田
俊
へ
の
接
近
を
妨
げ
、

後
世
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
『
京
都
絵
入
新
聞
』
（
一
八
八
三
年
一
○
月
四
日
）
に
、
俊
が
「
三
従
の
道
を
説
く
に
至
て
は
」
と
あ
る
か
ら
、
京
都
四
条
で
の
演
説
を
聴
い
て
書
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
全
体
に
論
旨
を
自
由
に
変
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ど
の
程
度
正
確
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
鈴
木
裕
子
編
・
解
説
『
日
本
女
性
運
動

資
料
集
成
』
第
一
巻
、
思
想
・
政
治
Ｉ
（
不
二
出
版
、
一
九
九
六
年
）
、
六
七
頁
。

（
４
）
拙
著
『
御
一
新
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
’
’
○
○
五
年
）
の
岸
田
俊
の
項
（
一
一
九
九
頁
～
三
○
三
頁
）
で
、
『
函
入
娘
・
婚
姻
之
不
完
全
』

の
著
者
を
従
来
ど
お
り
岸
田
俊
と
し
た
。
今
回
、
説
を
改
め
た
い
。

（
５
）
相
馬
黒
光
『
明
治
初
期
の
一
一
一
女
性
ｌ
ｌ
中
島
湘
煙
・
若
松
賤
子
・
清
水
紫
琴
』
（
厚
生
閣
、
一
九
四
○
年
）
、
一
二
六
～
’
二
七
頁
。

（
６
）
大
木
基
子
・
西
川
裕
子
編
「
湘
煙
日
記
』
（
『
湘
煙
選
集
』
一
一
一
〔
不
二
出
版
、
一
九
八
六
年
〕
）
、
二
二
～
一
一
一
一
一
頁
。

〆■、〆■、〆-，

３２１ 
、-〆、-ゾ、､ゾ

鈴
木
裕
子
編
・
解
説
『
岸
田
俊
子
評
論
集
』
（
「
湘
煙
選
集
』
Ｉ
〔
不
二
出
版
、
’
九
八
五
年
〕
）
、
二
一
一
一
一
～
二
一
九
頁
。

同
上
、
二
一
九
頁
。
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れ
了
い
。

（
８
）
一
『
女

（
７
）
「
だ
が
こ
の
時
期
に
俊
子
は
演
説
を
も
と
に
し
た
『
函
入
娘
・
婚
姻
の
不
完
全
』
を
出
版
し
て
お
り
、
裁
判
後
の
療
養
中
に
「
世
ノ
婦
女
子
一
一
論
ス
」
を

発
表
し
て
い
る
。
」
大
木
基
子
『
自
由
民
権
運
動
と
女
性
』
（
ド
メ
ス
出
版
、
二
○
○
三
年
）
、
二
一
一
頁
。

｜
な
お
、
弁
護
人
が
、
裁
判
で
、
「
函
入
娘
と
題
す
る
論
説
は
曾
て
被
告
人
の
著
述
に
係
り
一
の
小
冊
子
と
な
し
て
世
に
発
売
頒
布
す
る
も
の
」
（
前
掲
『
岸
田

俊
一
子
評
論
集
』
’
’
’
’
七
頁
）
な
の
で
俊
の
演
説
の
主
旨
は
容
易
に
わ
か
る
は
ず
だ
と
反
駁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
弁
護
人
は
、
「
被
告
人
の
著
述
に
係
」

讓
懸
騨
霧
護
獅
灘
雛
識
蕊
纏
壁
鍾

『
女
性
解
放
の
先
駆
者
た
ち
ｌ
ｌ
中
島
俊
子
と
福
田
英
子
』
（
清
水
書
院
、
一
九
七
五
年
）
、
四
○
頁
。

岸
田
俊
「
函
入
娘
」
考
（
関
口
）
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